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概要                         ２００４年１２月（２００９年１０月改訂） 

 

 加入条約  パリ条約。 特許協力条約については 2009 年 9 月 24 日に加入書を世界知的所有権

機関（WIPO）へ寄託することにより、142 番目の加盟国となった。2009 年 12 月 24 日に発効することに

よって、タイ王国で特許保護を求める際のオプションが増える。ただし、実施は遡及的ではなく、2009 年

12 月 23 日以前に出願された国際出願には適用されない。 

 
 出願言語 タイ語  

 公用語   タイ語  

 所管官庁 特許庁 Ministry of Commerce Department of Intellectual Property ) 

           住所    44/100 Moo1, Sannambinnam-Nonthaburi Road, Bangkrasor,  

Amphur Nonthaburi, Nonthaburi 11000 

            TEL:   662 276 0052   FAX: 662 276 0055 

            ウエブサイト: http://www.dbe.moc.go.yh/DIP/eng       
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代理人制度                           ２００４年１２月（２００９年１０月改訂） 
 
 （１）代理人に必要な資格  
   （ａ）特許出願  
     Registered Patent Agent の資格  
   （ｂ）商標出願  
     タイに在住し、タイ語で連絡できること 
 （２）資格の取得の要件  
   Patent Agent になるには特許法（意匠法を含む）に関する試験に合格する必要がある。 
   商標については試験は無い。 
 （３）資格取得前に、Patent Office, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Commerce による研修がある。 
 （４）代理人事務所の業務例： 
 出願（特許、実用新案、意匠及び商標） 
 実施契約に関するコンサルティング 
     侵害事件の代理（弁護士資格要） 
 （５）利益相反行為に関する制限があり、法文化されている。 
 （６）国内の代理人協会について 
 Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ Property Association of Thailand (IPAT) 
 会員：知財権の所有者、その代理人、ＩＰ実務家、法律関係者等  
 会員数：約３００人以上（２００８年２月現在） 
 任意加入制（加入率：約５０％） 
 協会の連絡先（２００８年２月８日現在、代表者と共に変更）： 
  Telephone: +66 2263 7700 Fax: +66 2263 7710  
  E-mail address darani.v@tillekeandgibbins.com 
 協会の活動内容： 
  IP に関する研究  
  会員への IP 関連情報の提供  
  庁の運用および法律に関する庁との交渉  
  法律、規則、倫理を遵守させるべく会員の監督  
  在外クライアントへの IP 法の改正・判例情報の提供  
 

mailto:darani.v@tillekeandgibbins.com
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特 許                         ２００４年１２月（２０１１年１月改訂） 
 
１．一般  

 適用法令 特許法２０００年改正  

 所管官庁 特許庁  

 保護の種類は、特許、小特許  

２．保護対象  

（１）発明の定義  

   新規な製品又はプロセス、あるいは製品又はプロセスの何らかの改良に結びつく発  

   見または発明  

（２）不特許事由  

  公序良俗又は公衆の衛生に反するもの 

  コンピュータプログラム、ビジネス方法  

  天然に存在する微生物及びその構成要素、動植物および動植物の抽出物  

  科学的または数学的なルールまたは理論など 

３．登録要件  

（１）産業上の利用可能性  

  人体や動物に対する治療方法、診断方法などは産業上利用可能性なし 

（２）新規性  

  公知、公用、文献公知のすべてにおいて世界主義を採用  

（３）進歩性  

  判断基準あり 

（４）発明の単一性  

  全体として単一の発明概念を形成するように密接に関連する発明群  

４．出願手続  

（１）出願人となり得る者  

  発明者、譲受人  

（２）必要書類  

 ① 願書  出願人及び発明者の住所、氏名  

       外国語出願の場合、優先権の基礎でなくても、 

       第一国の国名、優先日、出願番号が必要  

 ② 明細書  発明の名称を含む 

 ③ クレーム  多項従属可能  

 ④ 必要な図面  写真代用可能  
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 ⑤ 要約書  出願後に提出可能  

 ⑥ 優先権証明書  優先日から１６月以内に提出必要、優先権証明書の翻訳は不要  

 ⑦ 委任状  公証必要（出願日前６ヶ月以内のもの）  出願日から９０日以内に提出可能 

その後さらに９０日、３０日と延長可能  

 ⑧ 譲渡証  公証不要  

（３）ＦＡＸによる出願可能  

    ただし、委任状と譲渡証などの原本は、出願日から９０日以内に提出必要  

（４）出願言語は、原則、タイ語 ただし、明細書とクレームのみはあらゆる言語で可能  

   この場合、９０日以内にタイ語の翻訳文提出が必要  

（５）新規性喪失の例外規定は無い 

５．審査手続  

（１）方式審査  

 ① 方式要件違反は補正命令の対象  

 ② 方式要件を満たしていると、出願公表  

 ③ 出願公表後９０日以内に利害関係人の異議申立可能  

（２）出願審査請求制度あり 

  公表から５年、あるいは異議申立の最終決定から１年のいずれか遅い期間内  

（３）実体審査  

 ① 特許要件を満たしていない場合、オフィスアクションを発する 

   オフィスアクションに対し、９０日以内に意見書・補正書提出可能  

   提出期間は、９０日＋３０日の二度の延長可能  

 ② 出願が継続中、補正書を提出可能  

 ③ 出願拒絶に対して、６０日以内に審判部に審判請求可能  

６．登録  

（１）存続期間は出願日から２０年（小特許は６年、２年＋２年の期間延長可能） 

（２）出願から登録までは３～５年  

（３）登録査定謄本送達後６０日以内に登録料を支払う 

（４）特許期間の延長制度なし 

７．その他  

 ① 早期審査制度なし 

 ② 外国語出願制度あり 

    明細書とクレームのみをあらゆる言語で出願可能  

    この場合、第一国の国名、出願日（優先日）、出願番号が必要  

    ただし、出願日から９０日以内にタイ語の翻訳文の提出が必要  
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 ③ 出願公開制度あり 方式審査後に出願公表  

 ④ 出願変更制度あり 特許と小特許の間で出願変更可能  

            小特許から特許へは小特許の登録前まで出願変更可能  

 ⑤ 出願分割制度あり  

    発明の単一性欠如の通知があった場合、通知から１２０日以内に分割出願可能  

 ⑥ 審査官面接の制度は無い 

 ⑦ 国内優先制度、仮出願制度なし 

 ⑧ 審判制度あり  拒絶査定発行時に高等裁判所に出訴  

 ⑨ 名義変更をタイ特許庁に絶対的に登録する必要なし 

    ただし、登録には、新しい委任状（公証必要）と名義変更の当初に認定され、 

    あるいは公証のコピーが必要  

 ⑩ 包括委任制度あり 

８．補遺  

１．ＰＣＴの原出願に従うタイ国出願の誤訳訂正  

いつでもできる。手続補正書を提出する。オフィシャルフィーは５０バーツ。 

この場合、原出願の開示範囲を超える補正や、タイ特許法２０条で規定される保護範囲を超

える補正は禁止されている。 

２．職務発明制度  

職務発明制度についてはタイ特許法１１条～１３条に規定がある。  

雇用され委託されている際になした発明についての特許を受ける権利は、別途契約が無い限

り使用者（又は委託者）に属する。  

この場合、従業者は通常のサラリーに加えて報酬を受け取る権利を有する。  

３．ファーストオフィスアクション（ＯＡ）までの期間  

（１）現状ではＯＡまで１２ヶ月程度要する（方式的要件および不特許対象が審査される）。ＯＡが

無い場合は（出願から）１８ヶ月までに出願は公表される。ＯＡがあると出願の公表までに２年以

上を要する。 

（２）出願が公表されると出願人は５年以内に審査請求をしなければならない。  

（３）実質審査が開始されるか否かは如何に早く第一国での登録特許や審査結果の情報を得ら

れるかにかかっている。外国での審査結果や登録特許の情報を提出すれば実質審査が開始さ

れて、１年から２年で特許査定が出る。 

一般的にタイで特許がなされるまでに３年から５年というところである。  

（４）化学や薬品関係では、特許がなされるまでにその２倍くらいかかる。薬品関係では大部分が、

特許が下りるのに１０年以上を要している。  

（５） ＰＣＴ出願であれば国内移行時に国際調査報告が利用できるから、実質審査はもっと早く
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なるかもしれない。国際調査報告を外国での審査結果として提出できるからである。しかし、現

行法の改正がなされない限りは、やはり実体審査を請求する際に（外国での）登録特許や審査

結果の情報を出す必要があるだろう。したがって現行法のままだと、ＰＣＴ出願でも審査が早くな

ることはない。 

４．明細書の補正および分割出願  

（１）補正は何時でもできる。タイ特許法２０条に規定される保護範囲を拡大しない限り。  

補正は補正書を提出して行う。オフィシャルフィーは５０バーツである。  

（２）出願人は審査官からの事前の承認が無ければ分割出願はできない。したがって、分割出願

は審査官からの指令がある場合にのみできる。分割出願はタイ特許法２６条に基づく審査官か

らの指令を受けた後、１８０日以内に行う必要がある。 

５．特許出願の際の遺伝子ソースの情報開示  

（１）タイ特許出願する際には出願人は全ての関連情報を開示しなければならない。  

その開示は当業者がタイ特許法１７条に規定する発明を生産し使用できるように全てについて

簡潔かつ明りょうで正確な言葉で行わなければならない。  

（２）タイ特許庁は現在未だ遺伝子シーケンスをＣＤＲＯＭのような電子形式で提出することに対

応していない。したがって、タイ特許庁へ提出すべき情報は全て紙で行う必要がある。 

６．タイ特許庁における先行技術調査システム  

（１）タイ特許庁は通常、ＥＰＯ，ＵＳＰＴＯ，オーストラリア知財庁のデータベースを使用  

している。言語は英語である。  

（２）タイ特許庁はさらに他の二つのデータベース、DERWENT と WIPS を使っている。サーチ言

語は英語である。これらのデータベースはタイ特許庁が独自に持っているものなので、ＤＩＰ（知財

局：タイ特許庁）に設置されているコンピュータからだけアクセスできる。 
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意匠                          ２００４年１２月（２００９年１０月改訂）  
１． 一般  

 適用法令  1999 年改正特許法 BE2542  ５６条～ 

 所管官庁  タイ特許庁  

 加入条約  パリ条約  

２． 対象  

（１）定義  

  ・「意匠」とは、製品の形状、または製品に特別な外観を与え、工業製品またはハンド  

  クラフト製品のパターンになる線または色彩の組み合わせ 

  ・色彩の取り扱い 

   カラー写真で出願された場合、保護は出願された色に限定される。より広い保護を 

   取得するには黒白写真が好ましい。 

（２）登録要件（タイ特許法第５６条） 

・新規性があること（国内公知公用、内外国刊行物記載。これらに類似しないもの） 

・工業的意匠またはハンドクラフト的意匠であること 

・公序良俗に反しないこと 

（３）部分意匠制度  

   意匠にかかる物品から取り外しできない部分の意匠は不完全な意匠であると考えられ、 

   登録されない。 

３． 出願手続  

（１）出願人  

 ・創作者、譲受人  

 ・出願人は以下の条件のいずれかを満たす必要がある（タイ特許法第１４条）。 

   タイ国民、または、タイ国内に本社がある法人  

   タイが加盟している国際条約または特許保護条約の加盟国の国民  

   タイ、又はタイが加盟している国際条約または特許保護に関わる条約の加盟国に住所を 

   持つか、または実際に機能する工業的あるいは商業的事業所を持つ者  

（２）出願書類、必要情報  

 ①願書  ・創作者の氏名および住所、出願人の氏名、名称、住所  

         ・意匠にかかる物品の名称  

         ・優先権主張がある場合は基礎出願の詳細情報          

   ②図面   Ａ４サイズで、物品の正面、背面、平面、底面、斜視を表す図面  

         （不要な線、語、符号は削除する）              ５セット 

         写真の提出も可能。 
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         （色彩を指定する場合はカラー写真、指定しない場合は白黒写真を提出する）         

    ③請求の範囲の記載が必要である。 

    ④意匠の説明も提出可能（必須ではない）。 

    ④対応外国出願情報 (同一意匠が外国にも出願されている場合 ) 

    ⑤委任状（公証が必要）。 

    ⑥譲渡証 (譲渡行為がある場合。創作者と出願人の署名が必要。認証は不要 ) 

    委任状、譲渡証は出願から９０日以内に追完可能。更に３０日の延長が可能である。 

    ⑦優先権書類（優先日から１６ヶ月以内に提出する）。 

（３） 意匠の単一性  

   ・意匠の単一性を要する。 

   ・セットの物品を一出願で行うことはできない。 

   ・動的意匠のバリエーション登録は認めない。 

（４）新規性喪失の例外規定  なし 

４． 審査  

（１）審査内容  

  ・方式および実体審査が行われる。 

  ・審査請求制度はない。 

  ・方式要件を充たしていれば（Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ）公開される。ただし公開料納付が必要。 

   （公開料納付から公開まで現状では 8 ヶ月はかかる。） 

  ・公開の日から９０日間異議申立がなければ、新規性等の実体審査がなされる。 

   審査結果がでるまで、通常２~４年かかる。 

（２）補正  

  ・意匠出願が許可される前であれば、出願当初の意匠に実質的な変更がない限り 

   補正することができる。 

（３）オフィスアクションに対する応答  

 ・オフィスアクションに対する応答期間は、受領日から９０日以内。 

  ９０日の延長、更に３０日の延長が可能であり、合計１２０日間の応答期間が認められる。 

  ・最終拒絶に対しては、拒絶の受領日から６０日以内に審判部に審判を提出可能。 

４．登録  

（１）出願から登録まで、通常３~４年かかる。 

（２）権利の存続期間は出願日から１０年間である。 

（３）登録意匠の公報掲載はない。 

（４）秘密意匠制度はない。 

５．権利範囲  
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（１）意匠権者は登録意匠及び類似意匠について排他的権利を有する。 

（２）使用権の設定は登録を要する。登録は義務である。 

６．その他  

 登録意匠のデータベースは、インターネットでアクセス可能だが使用言語はタイ語である。 
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商標                          ２００４年１２月（２０１１年１月改訂） 
 
１． 一般  

 適用法令 改正商標法（第２）Ｂ．Ｅ．２５４３（２０００） 

 所管官庁 商標登録局  

（１）使用  

 登録主義、先願主義を採用し、出願時は使用の意思で足り、使用は要件ではない。 

（２）商品分類  

    ・国際分類を採用。 

    ・商品／役務の類似の範囲を定める基準がある。 

・ 多区分類出願は認められない。 

    ・商品／役務の包括表示での指定は認められない。一品目ごとに料金が課される。 

    ・小売サービスは３５類で登録可能。 

（３）商標  

    ・立体商標は登録可能。 

    ・音、匂いは登録不可。 

    ・団体商標は登録可能。 

    ・証明商標は登録可能。 

２．出願手続  

（１）必要書類、必要情報  

① 願書  

出願人の氏名、名称、住所  

      商標見本    標準文字制度あり 

      商品／役務の詳細なリスト（一品目毎に料金が課される） 

      優先権主張  

   ②委任状（公証を要す。） 

   ③優先権証明書は、出願後９０日以内に提出する。 

（２）外国語出願は認めない。 

２．審査  

（１）審査内容  

 実体審査を行う。相対的拒絶理由と絶対的拒絶理由を審査。 

（２）補正  

  ・商品／役務の補正  

   審査官から補正命令がある場合、商品／役務の補正を行うことができる。 
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商品／役務を減縮する補正はいつでも可能。 

   ・商標の補正  

    通常は認められない。® 等を削除する等のマイナー補正を審査官の指令により行うこと  

    がある。 

（３）オフィスアクションへの応答  

   ・９０日の応答期間が認められる。 

   ・コンセント制度はない。 

   ・ディスクレーマは提出しても必ずしも認められる訳ではない。 

   ・拒絶査定に対しては審判請求できる。 

（４）公報掲載  

   審査後に公報に掲載される。 

   公報掲載後９０日以内に第 3 者は異議申立を行うことができる。 

３．登録  

 ・存続期間は出願日から１０年間であり、更新が可能である。 

 ・更新時には公証付委任状が必要。審査は方式のみ。 

  更新出願は存続期間満了前 90 日以内に行う。 

４．その他  

（１）不使用取消審判制度  ３年間の継続的不使用  

不使用取消が成立するためには、「所有者が当該商標を商品について正真正銘不使

用であった」という事実が証明されなければならない。立証責任は不使用取消審判請求

人側にある。 

（２）使用権の設定には登録が義務付けられている。 

（３）登録商標、出願商標のデータベースに誰でもアクセスできる。 

   使用言語はタイ語である。 

（４）現在、商標法の改正について検討中である（２００８年２月時点）。 

５．外国の出願人への注意事項  

・商標は実際に使用されている態様で登録を受けるべきである。 

・タイ語バージョンも登録すべきである。 

６．補遺  

（１）商標類否の判定基準  

商標庁（The trade mark office）は以下の要素を考慮して類否判断を行っている。  

  ①外観  ②音訳  ③翻訳  ④商品説明？（specification）⑤善意（good faith）  

しかし、商標審査官（registrar）は時に①外観  ②音訳  ③翻訳  しか考慮していない。   

一方、審判部（trade mark appeal board）や IP 裁判所は上記５要素を考慮に入れてい 
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る。 
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模倣品対策                      ２００４年１２月（２００８年２月改訂） 
 
Ｉ．税関による水際措置又は境界措置（侵害物品の通関保留措置） 

 (1) 関連法律  

 Trademark Act of B.E.2534 (1991) as amended by the Trademarks Act (No.2) of 

B.E.2543 (2000) 

 Copyright Act of B.E.2537 (1994) 

 さらに、タイは模倣品または偽造商標に関して「国境検査法（Border Control Law）」を有す

る。税関は輸入または輸出されるこのような商品の捜査および出荷の差し押さえを行う権限を有

する。問題は税関がランダムな捜査を行わないことである。税関は、商標権者から出荷に関する

情報を受け、そのような情報が正確に違いないという場合に行動する。権利者は税関に正確な

出荷の詳細を与えなければならない。税関は必要であれば出荷を差し押さえる。これは、多くの

商標権者がそのような種類の情報を有していないという点で問題がある。従って、この法律は今

まで実用的ではなかった。このような理由により、多くの商標権者は税関の監視を申し込まなか

った。 

(2) 税関での差止対象となる輸出入商品の種類  

 上記の法律に違反する全ての商品  

(3) 通関保留手続の概要  

 税関と連絡をとり、侵害品の出荷に関して持っている任意の証拠を提供できる。任意の損失に

対する防衛手段として供託金 (deposit money)を要求される場合がある。さらに、税関は、税関

と知的所有権所有者との間で２００３年に署名された覚書の下で、侵害品の出荷を見つけると

権利者の代理人と連絡をとる。 

(4) 必要な書類（２００８年２月改訂） 

 商標登録証明書および特許証明書などの権利の存在を証明する証拠、署名され、公証され

法的に認められた権利者からの委任状、署名・公証つきの念書  

(5) 問合せ先  

 税関と連絡をとることができる。連絡の便宜のため、クライアントに代わって税関と共に作業す

る現地代理人と連絡をとってもよい。 

 

ＩＩ．模倣に対する刑事的救済  

１．刑事罰の種類及び内容  

特許：特許法第８５条は発明または衣装の侵害に対し、２年以下の懲役もしくは４００，０００バー

ツ以下の罰金、またはその両方を課している。８６条は小特許（petty patent）の侵害に対し１年

以下の懲役もしくは２００，０００バーツ以下の罰金、またはその両方を課している。 
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商標：タイ商標法では商標偽造（trademark forgery）と商標模倣（trademark imitation）と

を区別している。商標法第１０８条は、タイで登録された表彰の偽造の罪が認められた場合、４

年を超えない懲役もしくは４００，０００バーツを超えない罰金、またはその両方を課している。偽

造を証明するためには、侵害者は標章を正確にコピーし、標章が登録された商品と同じ商品に

それを使用しなければならない。第１０９条は、公衆にその商品が登録商標の所有者のものであ

ると誤って信じさせることを意図してタイで登録された商品を模倣した罪が認められた場合、２年

を超えない懲役または２００，０００バーツを超えない罰金、またはその両方を課している。  

 第１１０条は、第１０８条および第１０９条に規定したような偽造または模倣標章を付した商品の

輸入に関する。これらの規定が適用されないと、第１１０条を適用することができない。 

模倣：第１０９条は公衆にその商品が登録商標の所有者のものであると誤って信じさせることを

意図してタイで登録された商品を模倣した罪が認められた場合、２年を超えない懲役または２００，

０００バーツを超えない罰金、またはその両方を課している。第１０８条により規定される偽造標

章および第１０９条により規定される模倣標章を付した商品を販売する目的での輸入、販売、販

売の申し出または所持およびこれらの条文により規定されるような罰に関係する。 

著作権：商業的な目的で著作権侵害が行われた場合は、１００，０００から８００，０００バーツの

罰金もしくは６月から４年の懲役、またはその両方を課している。商業的な目的をもって著作権を

侵害する作品を故意に販売した場合、５０，０００から４００，０００バーツの罰金もしくは３月から２

年の懲役、またはその両方を課している。著作権侵害に対し、罰金は権利者よび国の間で半分

ずつに分割される。 

 

２．刑事罰を課するための要件  

 行為および侵害品の所持に対する被告の故意  

 検察官または権利者が Intellectual Property and Ineternational Trade (IPIT) Court

において事件を証明する。 

 

３．刑事訴訟手続の概要  

 訴状が侵害者の家屋を強制捜査する警察に提出され、続いて IPIT Court の刑事部に訴訟

を提起する検察官に対し訴訟事件が準備される。 

 税関に関係する事件の場合、税関は荷主が特定することができる場合に罰金を課す。税関に

より決定されたときに関税規則に従って商品の価格の４倍の罰金が課せられる。商品は廃棄さ

れる。事件は裁判所には進まない。全ての事件に対し、当事者は警察に証拠を提示する。被侵

害者の申立が利点を有することに警察が同意すれば、被侵害者は警察が侵害者の商品を差し

押さえるための強制捜査に同行する。次に申立は IPIT Court においてその申立を審理する検

察官に渡される。警察が申立に利点があることに同意せず、被侵害者がそれを認めなければ、
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その申立は IPIT Court に対して直接に行われる。いずれの当事者も IPIT Court の判決に対

して上訴することができる。裁判所の判決が確定した場合、侵害品は廃棄される。Department 

of Special Investigation (DSI) という新しい法的な実施官庁があることに留意されたい。DSI

は法務省の下にあり、アメリカの FBI をモデルとしている。DSI は全種類の重要な強制捜査を行

う。知的所有権侵害に関しては、DSI は侵害品が５００万バーツ以上の価格である場合にのみ

事件を扱う。５００万バーツという価格が高すぎるかどうか、調整すべきか、あるいはバンコク内の

事件に関して罰金を差し控えるべきかどうかについて議論を継続中である。 

 

� 告訴権者  

 タイにおける登録商標の権利者  

 

� 告訴期間  

 商標および特許侵害の刑事事件に関しては、５年以内に訴えなければならない。著作権侵害

の侵害事件に関しては３年以内に訴えなければならない。民事訴訟は１年以内に訴えなければ

ならない。 

 

� 告訴状の書き方及び委任状  

 商標登録証明書、特許証明書および権利者からの署名され、公証され法的に認められた委

任状（様式は要求していない） 

 

３．問合せ先  

Economic Crime Investigation Division, National Police Bureau 

Address: North Sathorn, Bangrak, Bangkok 10500  

 

Royal Thai Police 

Rama I Road, Pathumwan District, Bangkok 10330 

Tel.  (662)205-1313,(662)205-2209 

Fax  (662)251-5956 

E-mail info@police.go.th 

Web  http://www.police.go.th 

 

Thai Customs Department 

Sunthornkosa Road,Klongtoey District,Bangkok 10110 

Tel.  (662)240-2514 - 2516 

mailto:info@police.go.th
http://www.police.go.th/
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Fax  (662)672-8121 

E-mail  customs@customs.go.th 

Web  http://www.customs.go.th 

 

Department of Special Investigation 

499 Sukhpraphruet Building,Prachachuen Road,Bangsue District,Bangkok 10800 

Tel  (662)913-6789 

Fax  (662)913-7777 

E-mail  webmaster@dsi.go.th 

Web  http://www.dsi.go.th 

 

ＩＩＩ．民事訴訟  

１．民事訴訟の対象となる侵害行為の種類  

 全ての特許権、商標権または著作権侵害  

 

２．侵害に対する救済の種類及び内容  

 妥当な確実性の範囲内で計算されるタイ国内の金銭的損害に限定した損害賠償、一時的ま

たは恒久的差止め命令（injunction） 

 

３．請求権発生の要件  

 商標登録証明書および特許証明書などの権利の存在を証明する証拠、署名され、公証され

法的に認められた権利者からの委任状  

 

４．原告適格  

 商標権者。真の権利者でなければならず、使用権者または利害関係者は認められない。 

 

５．訴訟手続のフローチャート 

 訴状を IPIT Court に提出する。他方の当事者は訴状の写しを受け取ってから３０日以内に応

答しなければならない。裁判所は当事者が解決できるかどうかを調べるために予審のための日

付を設定する。当事者同士が解決することができない場合または解決を望まない場合、裁判所

は裁判所が聞くべき問題を決定し、期日を決める。どちらの当事者も IPIT Court の判決に対し

て最高裁判所に上訴することができる。 

 

６．訴状を提出するために必要な情報および書類  

mailto:customs@customs.go.th
http://www.customs.go.th/
mailto:webmaster@dsi.go.th
http://www.dsi.go.th/
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  商標登録証明書および特許証明書などの権利の存在を証明する証拠（原告の標章がタイで

登録され使用されていることに関する情報）、署名され、公証され法的に認められた権利者から

の委任状。いかなる証拠も提出できる。海外の証拠は法的に認可されなければならない。 

 

７．裁判管轄権  

 IP Court Civil Case Section, 

 Address: 34 Sri-Ayudhya Road, Tung Payathai Sub-District, Rajthevi District, 

Bangkok 10400 

 侵害者が未成年であるという稀な場合を除き、全ての知的所有権の事件についてバンコクの

IPIT Court が全国的な管轄を有する。 

 

８．問合せ先  

Central Intellectual Property and International Trade Court 

Thai Military Bank Building 

34 Sri Ayudhaya Road,Ratchathewi District,Bangkok 10400 

Tel.  (662)246-1000 - 1030 

Fax  (662)245-8898 

E-mail ipcourt@mozart.inet.co.th 

Web  Http://www.cipitc.or.th 

 

ＩＶ．仮処分  

 (1) 仮処分の要件  

 一時的な差し押さえ命令およびアントンピラー命令  

 商標法の第１１６条は以下のように規定している。 

 

 誰かが法第１０８条、第１０９条または第１１０条を犯している場合または犯そうとしているという

明白な証拠がある場合、商標、サービスマーク、保証マークまたは団体商標の所有者はこれら

の行為を禁止するよう裁判所に申請することができる。 

 

 特許法第７７条の２および著作権法第６５条は、これらの法律における侵害の明白な証拠に関

し同様の規定をおいている。 

 

 商標法第１１６条および特許法第７７条の２に従い、IPIT Court 規則の１２条は商標所有者、

著作権者または特許権者はこれらの差止め命令を申請することができる。規則１２条は差止め

mailto:ipcourt@mozart.inet.co.th
http://www.cipitc.or.th/
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命令の申請を規定している。 

 

「・・・事件において訴訟原因を引き起こす事実およびそのような命令を認めることが適切である

と裁判所が信じるのに十分な理由を主張する。申請書は、訴訟原因を実証するために、訴訟原

因を目撃した者の、申請の原因となる事実を確認する主張も含む」 

 

 規則１３は以下のように規定する。 

 

「規則１２の申請を考慮し、裁判所は以下の条件を満たす場合に真正を認める。 

（１）申請書および申請書の提出の合理的な理由ならびに裁判所がそのような申請を認めるの

に十分な理由があり、 

（２）申請書を提出する者が負う損害の性質が、その損害が金銭的手段または他の形態の賠償

金により戻すことができない、あるいは後に被告になると予想される者に対し判決を執行すること

が困難である。 

 申請書を考慮する際、裁判所は両党自車が負う損害の程度のバランスを考える。裁判所が申

請書を却下した場合、その命令は確定する。 

 

 規則１４は、規則１３の命令が認められた場合、裁判所は被告と見込まれる者に遅滞なく通知

することを規定する。 

 

 規則１５は、規則１３の命令が認められたとき、裁判所は裁判所に保証金を支払うことを要求

することができる旨規定する。 

 

 規則１６は、被告と見込まれる者が、規則１３の命令を取り消しまたは変更する真正を提出す

ることができる旨規定する。 

 

 規則１７は、１３の命令が認められたとき、申請者は命令が認められたときから１５日以内また

は裁判所により指定された期間内に命令に関する行為を実施しなければならない旨を規定す

る。 

 

 規則１８は、規則１３の命令が認められ次いで行為が実施されたとき、被告の要求に基づき裁

判所が取り消されまたは変更されない限り、命令は有効に継続する旨規定する。 

 

 規則１９は、規則１３および１５～１８の手続はインカメラで実行され公開されない旨規定する。 
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アントンピラー命令： 

 

 知的財産権及び国際通商裁判所の設置ならびに手続に関する法律 B.E.2539(1996)は、以

下のように規定する。 

 

 ある者が、将来信頼しなければならない証拠が失われまたは提示することが困難になるであろ

うことを理解したとき、または当事者が、信頼することを意図している証拠が裁判所に提示する

前に失われまたは後の段階で提示することが困難になるであろうことを理解したとき、その者ま

たは当事者は、請願書または申請書により裁判所にその証拠に対する命令が直ちに行われる

ための申請を行うことができる。  

 そのような申請書を受け取ると、裁判所は申請者、対立する当事者および利害関係のある第

三者を呼び出し、意見を聴視した後、申請書が適当なものであると考えられることに関する決定

を行う。真性が認められた場合、証拠は法に規定されたように検査される。メモおよびこれに関

する他の文書は裁判所により保存される。 

 さらに、第２９条は緊急の場合、申請書が第２８条に基づき提出された場合、申請者は同時に

調査および差し押さえの令状を申請することができ、裁判所はそのような令状を遅滞なく発行す

ることができる。申請者は裁判所に対し、裁判所が適当であると考えるような条件で証拠として

提示される書類または証拠を差し押さえまたは添付することを要求することができる。 

 (2) 問合せ先  

 IPIT Court。連絡の便宜のため、クライアントに代わって税関と共に作業する現地代理人と連

絡をとってもよい。 

 

Ｖ．仮差押  

１．仮差押の要件  

 主体：警察と前の原告  

 手続：商標登録証明書、特許証明書などの権利の存在を証明する証拠、および署名され、公

証され法的に認められた権利者からの委任状  

 

２．仮差押の審理  

 警察に申立書、証拠（侵害品のサンプル）を提示する。また、侵害品を見つけることができる場

所の詳細な住所を、予定される強制捜査の日前に警察に提出する。警察が差し押さえの価値

があることに同意した場合、警察の手入れおよび侵害品の差し押さえに同行する。次いで事件

の担当は IPIT Court において事件を審理する検察官に移る。IPIT Court の判決に対しては
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いずれの当事者も最高裁判所に上訴することができる。裁判所の判決が確定すると、侵害品は

廃棄される。 

 

３．問合せ先  

 Economic Crime Investigation Division, National Police Bureau 

 Address: North Sathorn, Bangrak, Bangkok 10500  

 警察。連絡の便宜のため、クライアントに代わって税関と共に作業する現地代理人と連絡をと

ってもよい。 

 

ＶＩ．証拠保全  

１．手続の概要  

 警察の強制捜査の間に押収された商品のみが保全され、警察により手配される。 

 差し押さえられた商品は、事件が確定するまで侵害者を逮捕した政府機関（警察または税関）

により保護される。商品はその後廃棄される。 

 

２．申立の方法  

 警察により実行される刑事訴訟手続の一部なので申立は不要である。 

 

３．問合せ先  

 Economic Crime Investigation Division, National Police Bureau 

 Address: North Sathorn, Bangrak, Bangkok 10500  

 警察。連絡の便宜のため、クライアントに代わって税関と共に作業する現地代理人と連絡をと

ってもよい。 

 

ＶＩＩ．上訴、再審、不起訴処分に対する不服  

１．上訴の要件  

 全てのＩＰ関連の事件が上訴できる。 

(1) 上訴の要件  

 IPIT Court の事件からの上訴は、単一レベル、すなわち最高裁判所への上訴のみである。

IPIT Court 規則の第３８条は、いずれの当事者も判決から１箇月以内に IPIT Court の判決に

対する上訴を提起できることを規定する。しかし、第３９条によれば、刑事事件について以下の場

合を除き事実上上訴が認められない。 

 (a) 被疑者が懲役または懲役の代わりに拘留を宣告された。 

 (b) 被疑者が懲役または懲役を宣告されたが懲役は疑いがある。 
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 (c) 裁判所が被告人を有罪と宣告したが、懲役が中止している。 

 (d) 被告人に５０００バーツ以上の罰金が課せられた。 

 民事事件の上訴の場合、第４１条は、以下の条件の１つに合致した場合に最高裁判所への酵

素を認める。 

 (a) 論争中の金額が２００，０００バーツ、または勅令（Ｒｏｙａｌ Ｄｅｃｒｅｅ）により規定される額を

超える場合（すなわち、勅令により額が修正される場合がある） 

 (b) 事件を聴取した３人の裁判官の１人が意義を唱えた場合  

 (c) 事件を聴取した３人の裁判官の１人が上訴の理由が存在する場合があることを証明した

場合  

 (d) IPIT Court の裁判長が控訴に対する書面による許可を与えた場合  

でなければ上訴することができない。 

 上訴を要求する当事者は、IPIT Court に上訴の申請書を提出しなければならない。 

 申請書が認められた場合、事件は最高裁判所の知的所有権および国際貿易部

（Intellectual Property and International Trade Section）に上訴される。 

 

２．上訴裁判所の連絡先及び所在地  

 最高裁判所、IP Cases Department がＩＰ事件におおいて上訴の検討の役割を担う。 

 

最高裁判所  

Ratchadamnoern Nai Road 

Phraborammaharachawang Sub-district, Phra Nakorn District Bangkok 10200 

Tel. (662) 221-3161 - 3170  
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